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質 問 書 

  

１．指定廃棄物もしくは、８，０００Bq/kg 超の未指定の廃棄物保管量について、再度

お伺いします。 

平成２６年１０月２日に提出のありました貴省からの回答書には、「数量が空欄と

なっている市町村には、指定廃棄物もしくは、８，０００Bq/kg 超の未指定の保管量

が存在しないことを示しています」と明記されています。 

一方、平成２５年５月末現在の県内市町村別汚染稲わら量と保管施設数につきまし

ては宮城県農林水産部が取りまとめ、下記のとおり公表しています。 

 

 

 

 

県内市町村別汚染稲わら量と保管施設数（平成２５年５月末現在） 

市町 

汚染稲わら

推定量 

（ｔ） 

ロール換

算個数 

保管施設数 
その他農

家保管量 
H23 

設置 

H24 

設置 
計 

自己所

有地 

民有地

借地 

公有

地 
計 

白石市 197 1,794 2 1 3   3   3 2 

角田市 26 236               12 

村田町＊ 1 9             1 1 

川崎町 32 293 1   1 1       6 

蔵王町＊ 1 9               2 

丸森町 10 88               4 

大郷町 32 291               2 

亘理町 5 45               1 

山元町 3 36               2 

大崎市 733 6,664 12 7 19 19     19 30 

美里町 326 2,964 6 1 7 7     7 1 

涌谷町 270 2,455 5 1 6 6     6 2 

加美町 14 127               4 

栗原市 900 8,400 3 10 13 1   12 13   

登米市 2,235 19,673 30 9 39 23   16 39 9 

気仙沼市＊ 1 9               3 

南三陸町＊ 1 9                 

石巻市 69 627 4   4 2 2   4 5 

東松島市 24 218 1   1 1     1   

19 市町計 4,800 44,000 64 29 93 60 5 28 93 86 

 

【参考資料】「東日本大震災～発災から１年間の災害対応記録 第９章 福島原子力発電所事故への対応」 

２０１３年６月 宮城県農林水産部 
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この参考資料は、平成２６年１月２０日に開催された第５回市町村長会議の説明資

料にあります保管量一覧表において、空欄となっている６市町村に汚染稲わらが存在

していることと保管量の差異があることを示しております。 

これらのことを踏まえ、次の２点について伺います。 

 

①環境省の回答と、宮城県が公表した資料には明らかな違いがあります。なぜ、この

ような違いが生じたのでしょうか。 

 

②平成２５年５月３１日現在として宮城県が公表したデータが現状の保管量という

ことになりますと、最終処分場の必要面積も増えるのではないでしょうか。 

また、その面積はどれくらいになるのかお示し願います。 

 

 

平成 26 年 1 月 20 日開催 第 5 回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長会議 資料 
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２．小里環境副大臣は、これまでの取材等において「宮城県内にある指定廃棄物の保管

施設がひっ迫している」と発言されておりますが、このことについて次の３点につ

いてお伺いします。 

①県内保管施設のすべての所在地 

②具体的な保管状況 

③どのようにひっ迫しているのか、具体的なその内容 

 

 

 

３．必要面積の算定において、防災調整池の必要面積は２，５００㎡とされており、その

算定根拠は、防災調整池を除いた面積である２．２８ｈａに対し、算出した面積である

とされています。 

平成２６年１０月２日の貴省よりの回答１で、第４回市町村長会議資料での必要面積

が計画最終処分量の減少により、埋立地及び防災調整池の面積も減少したとの回答でし

た。選定された候補地は土砂を採取した切土箇所で、周囲の斜面状況から防災調整池の

集水範囲が平場のみでなく斜面も含まれるため、防災調整池の面積が拡大することは明

らかであると考えます。 

このことは貴省で平成２５年１１月に実施された現地確認で、把握されたことと思い

ます。土地の抽出にあたっての基本的な考え方の一つとして「必要な面積を十分に確保

できるなだらかな地形の土地を抽出する」とされている中で、なぜこのような状況を把

握された上で、候補地として選定されたのかお伺いします。 

 

 

 

４．水源についての評価項目は、安心等の地域の理解がより得られやすい地域を選定する

ための評価項目及び評価指標として示されております。 

勾配３０度以上の傾斜地を選定したことに関する貴省の回答では、「田代岳の現状は統

一的データと明らかに齟齬があることが判明したため、現地調査によって確認した」と

現状を優先する考えにより当地を候補地にしたとしております。 

そうであれば、現地調査により田代岳候補地から長沼沢を経て二ツ石ダムへ流入する

かんがい用水や、蛀子沢等を経て岩堂沢ダムへ流入するかんがい用水についても確認さ

れたことと思います。 

住民の安心や理解がより得られやすい地域を指標に掲げたのは、このような地域を避

けるためではなかったのでしょうか。 

「現状を優先する」貴省の考えにより、この場所は安心等の地域の理解が得られない

土地と判断し、候補地から除外すべきだったと考えます。 

貴省は現地調査において、このことについての確認や考慮をされたのかお伺いします。 
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５．前回質問いたしました「急傾斜地を除外した面積にすべきではなかったか」に対する

貴省の回答は、「除外項目により除外された後の面積を示す一方、田代岳の候補地は東北

財務局から提供のあった国有地の一覧に示された面積をそのままお示ししたところです」

でありました。 

貴省に回答を求めたのは、「勾配３０度以上の法面等を候補地面積から除外しなかった

理由」についてであります。 

「東北財務局からの情報をそのままお示しした」ということでは質問の回答になって

おりません。再度ご回答を求めます。 

また、候補地７．９ｈａのうち、傾斜５１度の法面が６割以上を占めている現状を現

地で確認をされたのであれば、「現状を優先する」とした貴省の考え方に基づき除外すべ

き土地と考えます。このことに関する貴省の考え方についてお伺いします。 

このことに関連し、東北財務局から災害復興のために利用可能な国有地の提供があっ

たのはいつなのか、お伺いします。 

また、図面と現状の齟齬を確認したのはいつなのか、併せてお伺いします。 

 

 

 

６．平成２６年６月９日開催の５者会談において配布された貴省の回答書には「既存のデ

ータを用いて土砂災害の危険性の高い場所を除外しているが、田代岳の候補地はこれら

の除外する地域に該当しておりません」と記載されておりました。 

しかし、平成２６年８月２０日に提出された貴省の回答書には「データ上は田代岳の

候補地内にも勾配３０度以上の傾斜地が含まれておりました」と記載されております。 

貴省は６月の時点では該当しないと回答しておりましたが、指摘があってから統一的

データと異なるため、現状を反映した情報を利用することが適切と判断したとしていま

す。  

貴省は、評価基準に基づかない特殊な選定手法・経過であったにも拘らず、そのこと

について町に説明をすることもなく、急傾斜地に該当する場所は無いと言い続けており

ましたが、町からの指摘により特別な選定を行ったことを明らかにされました。 

なぜ、町が指摘するまでそのことを認めることもせず、説明もされなかったのでしょ

うか。当初から把握されていたのであれば、平成２６年８月２０日まで意図的に隠して

いたということであり、指摘によって回答が変わったのであれば、選定手法に誤りがあ

ったということになります。 

これまでの経緯も含めた貴省の見解について、お伺いします。 
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７．平成２６年７月２５日に開催された第６回宮城県市町村長会議の席上で、石原前環境

大臣は、「詳細調査をすることは最終処分場の設置を意味するものではなく、適地でない

ことが分かれば造らない」と４度にわたり発言され、この発言を前提に市町村長会議が

進められました。 

  しかし、平成２６年１０月８日に開催された参議院予算委員会において、小里環境副

大臣は「基本的には３候補地の中から最終的な候補地１箇所をお示しできる」と答弁さ

れておりますが、このことにより市町村長会議の前提（市町村長の総意等）が崩れてし

まうのではないでしょうか、お伺いします。 

  さらに、環境省では市町村長の総意を得たとして平成２６年１０月８日に田代岳の現

地詳細調査を開始いたしましたが、「市町村長の総意」を「住民の理解」と同様だとお考

えでしょうか、併せてお伺いします。 

 

 

 

８．環境省では、仮設焼却炉に設置されるバグフィルターの放射性物質（セシウム）捕捉

率は９９．９％であると説明されておりますが、これを証明する根拠（論文やデータ等）

をお示し願います。 

 

 

 

９．放射性指定廃棄物の埋立地としてコンクリート構造物を設置しますが、コンクリート

の耐久性の点で、築造後１００～２００年間は安全とする根拠をお示し願います。 

併せて、１００～２００年間にわたりメンテナンスを施すことなく耐久性を持続した

コンクリート構造物の実例（実績）は存在するのでしょうか、お伺いします。 
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10．宮城県観光統計概要では下表のとおり「やくらい観光地」への入込客数は７６万人で

あります。 

貴省が示す評価項目・指標では、「宮城県観光統計概要の過去５年の分類別主要観光地

点年間観光客入込数を用いて、入込客数５０万人以上の“観光地”が位置する市町村行

政区を除外する」としております。 

しかし、貴省はこの質問に関する前回の回答で「観光地への入込客数を『点』で把握

し、それぞれの点における入込客数を用いて除外すべき観光地を決めるという手法は、

第４回会議において確定した手法に則ったものです」としております。 

観光地への入込客数を『点』で把握するという新たな指標がどの資料に明記されてい

るのかお伺いします。 

なお、広辞苑で「観光地」とは、観光の対象とされる史跡や名勝、また、温泉などが

ある土地と定義されており、『点』ではなく面であると示しています。 

ご承知のとおり「やくらい観光地」には温泉などがあり、その周りには下記の写真に

あるように観光施設が整備されております。 

 

観光地点 
入込客数（千人） 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

薬莱山 ２６４ ２７４ ２７２ ２７９ ２７８ 

やくらい薬師の湯 １２８ １３０ １２２ １２３ １１９ 

やくらい土産センター １８２ ２３７ ２４８ ２５４ ２４５ 

やくらいガーデン ４４ ４１ ３９ ４０ ３６ 

やくらいｳｵｰﾀｰﾊﾟｰｸ ８６ ８３ ８３ ７７ ８３ 

合計 ７０４ ７６５ ７６４ ７７３ ７６１ 

 

以上１０点の質問に対し、貴省の誠意ある回答を求めます。 


